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平成 21年 12月 1日 施行   

（平成 23年 4月 1日一部改正）  

（平成 30年 9月 25 日一部改正） 

 

１．特例許可の考え方 

・ この特例許可は、接道義務の特例としての許可であることから、避難及び通行の安全

性や総合的な市街地の環境への影響について、建築物の用途、規模、位置及び構造等を

勘案し、交通上、防火上及び衛生上支障がないかどうかを総合的に判断し、処分するも

のである。 

なお、この特例許可は建築基準法（以下「法」という。）第 43 条の例外的な取り扱い

であることを十分認識し、適用する必要がある。 

 

２．事後報告許可基準について 

・ この事後報告許可基準は、特例許可のうち定型的なものを特定行政庁が許可し事後に

建築審査会に報告するものであることから、この取り扱いについて十分留意すると共に、

建築物の規模、用途が限定されていない事例にあっては、その規模が過大なもの等は本

事後報告許可基準によらず、個別に建築審査会に諮問することとなるので留意すること。 

なお、事後報告許可基準に該当しない事例であっても、第 2項第 2号の本文の主旨に

そった案件については、個別に建築審査会に諮問することが可能であるので留意するこ

と。 

 

３．申請人の資格について 

・ 特例許可の申請人は原則として次によること。 

イ．この特例許可の申請人は、法第 43条の接道義務を満たしていない敷地の場合に、

建築確認に際し事前に接道義務の特例としての許可を受けるものであることか

ら、建築確認申請人と同一であること。 

ロ．この特例許可の申請人は、土地の所有権又は利用に関する権利を有し、かつ、自

らが居住、営業、執務、作業等に利活用する建築物を建築し、かつ所有する者で

あること。このことから、建築しようとする者が売買(建売住宅を含む)等を目的

とした建築物を建築する場合には、その者は申請人となることができない。 

建築基準法第 43 条第 2項第 2号の規定に基づく 

許可の事後報告基準の取り扱いについて 
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４．「公共の用に供する道」について 

・ 建築基準法施行規則第 10条の 3第 4項第 2号該当のⅡ型(一般農道型)の「公共の用に

供する道」とは、次による。 

土地改良区所有の農道 

林道 

国が所管する公衆用道路 

市道認定されていない道路で市が管理する道路等 

 

５．「一戸建ての専用住宅または一戸建ての兼用住宅」について 

・ 一戸建ての専用住宅または一戸建ての兼用住宅には、住宅用倉庫および住宅用車庫で

滋賀県建築基準条例第 4条および第 6条に該当しない規模の建築物を単独で建築するこ

とを含むものとする。 

 

６．「用途変更を伴わない既存建築物の建替え、増築」について 

・ 「建替え」とは、建築物の全部を除却し、又は滅失した後、引き続き建築物を建築す

ることをいう。このことから、除却後に相当期間が経過した後に建築物を建築する場合

は、新築として扱うこととなる。 

・ 「建替え、増築」とは、構造、規模が従前と変更されることを許容することである。

ただし、基準において規模等の制限がされている場合は、その基準によることとなる。 

・ 敷地については、原則として従前の敷地の範囲内とするが、必要最小限の敷地の増加

はやむを得ないものとする。 

 

７．施設管理者等との協議について 

・ 公的機関が管理者の場合は、施設管理者の許可・承諾を原則とするものとし、許可書・

承諾書が公文書として出されない場合は、施設管理者と維持管理・通行等について支障

のない旨の協議が整った旨の協議経過書に代えることができる。 

 

８．雨水排水、雑排水処理について 

・ 建築物の雨水排水については、次によること。 

対象となる建築物は、許可申請により新築、増改築等を行う建築物のみとし、適切な

河川、水路その他の排水施設に排水上有効に連結されていること。 

・ 汚水雑排水処理設備については、原則として既存建築物を含めた敷地内全ての建築物

を対象とする。 
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９．空地率、容積率、道路斜線制限について 

・ 空地率、容積率は、道路後退にかかる部分の敷地面積を除外して算定すること。 

・ 容積率及び道路斜線制限は、道路後退後の幅員により適用すること。 

・ のど元敷地の道路斜線制限については、第 2項第 2号適用通路以外に法による道路に

接道しており、第 2項第 2 号適用通路から制限を課すと過大な負担となることから、第 2

項第 2号適用通路による制限は課さない。 

・ 木戸道により特例許可を受ける敷地については、道路幅員が 4ｍあるものとみなして容

積率を適用する。 

 

１０．「平成 21年 12 月 1日前に適正に建築された建築物が複数立ち並ぶ」について 

・ 「平成 21年 12 月 1日前に適正に建築された建築物が複数立ち並ぶ」とは、次による

こと。 

イ．平成 21年 12 月 1日前に建築基準法に基づく建築確認を得て建築された建築物の

敷地又は都市計画区域指定前から建築物が存在する敷地で、許可基準を適用する

道路のみに接道している敷地が複数以上存在していること。 

ロ．建築確認を得ている敷地で、過去の建築確認において道路後退が明示されている

敷地は、立ち並びの敷地の数に含む。ただし、過去の建築確認の接道要件が明ら

かに虚偽である場合は、立ち並びの敷地の数には含まない。 

 

１１．「生活道路として利用されている」について 

・ 「生活道路として利用されている」とは、住宅、店舗、事務所等で常時使用される建

築物が複数立ち並び、その地域に生活されている人々が継続的に利用する必要がある道

路とする。 

 

１２．道路の長さの制限について 

・ 「延長が 60ｍ以下」とは、法第 43 条第 2項第 2号を適用することとなる道路の総延長

の長さが 60ｍ以下のことであり、申請地までの距離制限でないので留意すること。 

ただし、明らかに法第43条第2項第2号を適用することが困難な道路部分については、

総延長に含めないことができる。 

 

１３．「終端が公園、広場その他これらに類するもの・・・」について 

・ 「終端が公園、広場その他これらに類するもので安全上、防火上支障がないもの」の

「その他これらに類するもので安全上、防火上支障がないもの」には、安全上、防火上

支障のない形態を有した農道、河川管理用道路等を含むものとする。 
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１４．「家屋の密集地」について 

・ 「家屋の密集地」は下記により算定すること。 

「建築物の敷地と同等の利用がされていると認められる土地」とは、土地登記簿謄本

等において地目が宅地、学校用地、境内地、雑種地となっており、建築行為に伴い開発

行為が不要な土地をいう。 

・ 家屋の密集地の判定エリアは、法の道路から法の道路、法の道路から法外道路等とし、

明確な起・終点を設けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５．建築基準法施行規則第 10 条の 3第 4項第 3号該当の通路の種別について 

・ 「避難及び通行のために、将来にもわたって安定的に利用することのできる道路形状

を有した通路」とは、建築物が当該通路を利用して建築されているなど、道路としての

形状及び機能を有し、かつ、現存し将来にわたってもそれらが担保されているもので、

次のものが該当する。ただし、イに掲げる通路の場合は、建築物の有無を問わない。 

イ．公的機関が管理する通路は建築基準法施行規則第 10 条の 3第 4項第 2号該当の

Ⅱ型(一般農道型)と同様とする。 

ロ．寺社等の参道 

ハ．私道の場合には原則として同法第 42 条第 1項第 5号の道路位置指定を受けるよ

うに指導をする。ただし、道路位置指定の技術的基準に適合しない等道路位置指

定を受けることが不可能な場合は、道路部分を分筆し、公衆用道路に地目変更す

ると共に道路部分と敷地とは明確な境界見切りを設置すること。なお、道路部分

を分筆することができないことに合理的な理由がある場合は、その部分の所有者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建 築 物

の敷地 

建築物の敷地

と同等の土地 

法の道路 法の道路 

Ｌ’ 

Ｌ 

(建築物の敷地の間口の合計)÷(Ｌ＋Ｌ’)≧５割  かつ 

(建築物の敷地の間口の合計＋建築物の敷地と同等の土地の間口の合計)÷(Ｌ＋Ｌ’)≧７割 

 

第 2項第 2号の通路 
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として道路部分を図面(押印にて道路としての意思表示がされていること。)およ

び現地(境界見切りの設置等)にて明確にすること。 

 

１６．3号Ⅰ型(特定道路簡易型)における通路部分の権利者の同意について 

・ 通路部分の所有者として、「建築物が当該通路を使用して建築され、その後その通路を

生活道路として使用することについて何ら問題がないこと。」が記載されていること。な

お、この同意は通路の幅員にかかわらず必要である。 

また、通路部分を公的機関が管理していることから同意書が添付できない場合は、そ

の所管する部局と協議し、通行に支障のない旨の協議経過書に代えることができる。 

 

１７．道路後退に関する土地の所有者等の同意について 

・ 土地の所有者等の同意については、次のいずれかによる。 

イ．下図の通路、敷地を同意の対象とし、起点は法第 42 条による道路(当該道路が 2

以上ある場合は、そのいずれか一方からでも可とする。)からとし、終点は当該

申請敷地の終端までとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．通路に面している敷地の所有者の同意書は下記による。 

・のど元敷地(当該第 2項第 2号適用通路に接道しているが、その他の法の道路

に接道している敷地)の所有権者(所有権及びその他の土地の地上権を有する

者)として、「今後、当該土地に建築物を建築する場合は、通路の中心から 2m

の道路後退（市長が特に理由があると認めるときは、通路の奥行きが 60m を

超えない部分の後退距離を 1.35m とすることができる。）をすることに同意す

る。」の旨の同意書とする。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

畑 宅地 
申請地 

雑種地 建物有 建物有 建物有 

雑種地 

畑 

雑種地 

法の道路 法外道路 第 2項第 2号の適用通路 

建物有 

のど元敷地 

(同意の必要な敷地） 
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ハ．地元自治会等で道路拡幅することについての意思統一 

・当該通路を 4ｍ以上に拡幅することを自治会の組織として決定していることを

証する書面とする。(自治会の決定事項として 4ｍ以上の道路に拡幅してほし

い旨の市への要望書でも可とする。) 

二．市で道路拡幅の事業決定 

・市の道路建設を所管している部局から、「4ｍ以上に拡幅することを事業とし

て決定している。」ことを証する公的文書とする。 

 

１８．道路後退について 

・ 道路後退は、法第 42条第 2項に準じ次の後退を行うこと。 

通路の中心線から水平距離 2ｍの線をその通路の境界線とみなす。ただし、当該通路

ががけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ

地等の通路の側の境界線から通路の側に水平距離 4ｍの線をその通路の境界線とみな

す。 

また、のど元敷地において市長が特に理由があると認め、通路の中心線から所定の

水平距離が確保できない場合にあっては、片方向に後退する場合を認めるものとし、

確保すべき水平距離に水路幅が１ｍを超えない水路を含むことができる。 

許可申請時には門や塀等の道路後退が行われていること。ただし、今回の改正基準

施行日である平成 21 年 12 月 1日前から存する建築物があるために道路後退をするこ

とができない別棟の建築物については、当該建築物の建替え時に道路後退を行う必要

がある。 

・ 道路後退に係る既存不適格建築物のある敷地内の場合は、平成 18 年 6月 19 日付けの

既存不適格建築物に対する規制の合理化に係る集団規定の取り扱いにより行い、「法第 3

章の規定が適用されるに至った際」を「平成 21年 12 月 1日時点に」と読み替え適用す

る。 

・ 道路後退の明示方法は、原則として道路側溝等の構造物で明示をすること。ただし、

道路管理者等の指示による場合はこの限りでない。 

・ 通路の奥行きが 60m 未満の地点に別の法第 43条第 2項第 2号適用となる通路の交差点

が存する場合において、交差点部分の通路の幅員が 4m確保できない場合は、個別に判断

するものとする。 

 

１９．建築物の防火等構造制限について 

・ 建築物の防火等構造制限は、許可申請により新築、増改築等を行う建築物のみを対象

とする。 

・ 建築物の防火等構造制限は、基準毎に主要構造部が木造と木造以外により差異を設け

ている。 
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２０．許可申請に必要な図書について 

・ 許可申請書は、建築基準法施行規則第 10 条の 4第 1項に定める別記第 43号様式とす

る。 

・ 申請書の必要部数は、正本および副本とする。 

・ 添付図書は次による。 

彦根市建築基準法等施行細則第 14条第 1項 

付近見取図（1/2500 の白地図で、隣接の建築物用途および最寄の消火栓位置等防災

上参考となる施設の位置を明示したもの。） 

配置図（建築基準法の道路から計画敷地までの第 2項第 2号適用を受けようとする

道等を記載したもの） 

各階平面図、2面以上の立面図、 

彦根市建築基準法等施行細則第 14条第 3項(その他市長が必要と認める図書) 

公図(申請地の周囲及び許可申請に係る道等の部分で同意の必要な土地所有者、周辺

土地所有者一覧表を含む) 

理由書(当該地に建築しなければならない理由、法第 42条に規定する道路に接道し

なくても土地利用に支障がない旨の理由、交通上・安全上・防火上及び衛生上

支障のない旨等を具体的に記入すること。) 

第 2 項第 2号適用を受けようとする道等の幅員の異なる毎の道路断面図 

第 2項第 2号適用を受けようとする道等および申請地の分かる現況写真 

施設管理者等との協議書 

土地の所有者等の同意書 

 

２１．橋による接道について 

・ 道路と敷地との間に川等があることから橋の設置により接道している場合は、法第 43

条本文による接道とみなす。 


